
令和 3 年 3 月 中　間　見　直　し　：　令和　　8　　年　　3　　月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

(1) 事業の現況（令和7年4月1日現在）

① 給　水

人 人 人 人

人 人 人 人

千㎥/ha 千㎥/ha 千㎥/ha 千㎥/ha

② 施　設　

箇所 箇所 箇所 箇所

箇所 箇所 箇所 箇所

㎥/日 ㎥/日 ㎥/日 ㎥/日

千ｍ 千ｍ 千ｍ 千ｍ

％ ％ ％ ％

③ 料　金

135

436

平成　29　年　4　月　1　日料 金 改 定 年 月 日
(消費税のみの改定は含まない)

施設能力

0 1 1

38

四国中央市水道事業経営戦略　（中間見直し）

　本事業は基本水量ありの用途別料金体系としています。家事用と業務用では、基本水量を10㎥とし、
超過料金は3段階に分け、超過水量（使用水量）が多くなると1㎥あたり料金が増加する逓増性を採用し
ています。

47

四国中央市新宮地区
簡易水道事業

四国中央市新宮地区
北東部簡易水道事業

地下水 表流水 表流水

浄水場設置数

施設利用率

管路延長 31 22

47.7 72.360.1 66.5

40,000 7,232

763

420

団 体 名 ：

事 業 名 ：

法適（全部・財部）
・非適の区分

法適用（全部） 法適用（全部）

有収水量密度

四国中央市水道事業

愛媛県四国中央市

計画給水人口

現在給水人口

83,600

64,634

1.70

14,020

13,595

0.71

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

四国中央市水道事業
四国中央市土居地域

水道事業

供用開始年月日

四国中央市水道事業　、　四国中央市土居地域水道事業　、
四国中央市新宮地区簡易水道事業　、　四国中央市新宮地区北東部簡易水道事業

法適用（全部） 法適用（全部）

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

配水池設置数

水源 ダム

600 204

四国中央市新宮地区
簡易水道事業

四国中央市新宮地区
北東部簡易水道事業

昭和43年4月1日 平成14年5月1日 昭和50年4月1日 平成10年5月17日

116

0.05

1

9 6

四国中央市土居地域
水道事業

0.26

9



＜料金表＞

④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数の推移＞

(2)

　令和7年4月1日現在、水道局2課4係27人(うち再任用2人)となっています。平成22年度までは45人を超える職員が在籍していま
したが、近年は徐々に減少しています。

これまでの主な経営健全化の取組

　四国中央市水道事業は、基幹施設である中田井浄水場等更新整備事業をDBO方式により実施し令和2年3月に完成しました。
　この事業では、人口減少等による水需要の減少に合わせたダウンサイジングに取り組んだほか場外施設の大規模更新もあわ
せて行うことにより、アセットマネジメントの考え方に基づく工事費の縮減を図るとともに職員数減少下での適切な維持管理を実
現し、配水圧力の低下と送配水施設の統廃合により動力費等の経費削減を進めています。また、今後の管路や構造物・設備の
適切な更新を推進するため、水道事業ビジョンの策定にあわせて管路更新計画と施設更新計画を立案し、施設整備の平準化や
延命化を図っており、令和6年度より樋谷配水池系整備事業において施設の統廃合工事を実施しております。
　その他として、これまで職員数削減による経費抑制を図ってきたほか、工業用水道事業との施設共有化や将来の負担軽減に
向けた企業債の借り換えや繰り上げ償還等を行い経費削減に努めてきました。また、令和2年度からは、土居地域の１水道事業
及び３簡易水道事業を統合するとともに、新宮地域の２簡易水道事業を法適化し、市内の全ての水道事業及び簡易水道事業を
同一の会計で経理することとし経営の効率化を図りました。

四国中央市水道事業

水量 金額 水量 金額

11㎥～20㎥ 181円

21㎥～50㎥ 220円

51㎥以上 242円

11㎥～20㎥ 220円

21㎥～40㎥ 242円

41㎥以上 266円

湯屋用 100㎥まで 14,960円 101㎥以上 209円

臨時用 1㎥まで 319円 2㎥以上 319円

船舶用 10㎥まで 3,190円 11㎥以上 319円

プール用 10㎥まで 1,870円 11㎥以上 220円

用途
基本料金（1月につき） 超過料金1㎥につき

家事用 10㎥まで 1,496円

業務用 10㎥まで 1,870円

四国中央市土居地域水道事業

水量 金額 水量 金額

11㎥～20㎥ 110円

21㎥～50㎥ 133円

51㎥以上 146円

11㎥～20㎥ 143円

21㎥～40㎥ 157円

41㎥以上 172円

湯屋用 100㎥まで 14,960円 101㎥以上 209円

臨時用 1㎥まで 319円 2㎥以上 319円

船舶用 10㎥まで 3,190円 11㎥以上 319円

プール用 10㎥まで 1,870円 11㎥以上 220円

家事用 10㎥まで 880円

業務用 10㎥まで 1,320円

超過料金1㎥につき
用途

基本料金（1月につき）

四国中央市新宮地区簡易水道事業 及び

四国中央市新宮地区北東部簡易水道事業

水量 金額 水量 金額

11㎥～20㎥ 110円

21㎥～50㎥ 133円

51㎥以上 146円

11㎥～20㎥ 132円

21㎥～40㎥ 145円

41㎥以上 159円

湯屋用 100㎥まで 14,960円 101㎥以上 209円

臨時用 1㎥まで 319円 2㎥以上 319円

船舶用 10㎥まで 3,190円 11㎥以上 319円

プール用 10㎥まで 1,870円 11㎥以上 220円

超過料金1㎥につき

家事用 10㎥まで 1,100円

業務用 10㎥まで 1,320円

用途
基本料金（1月につき）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道総務課 水道局 

給水整備課 建設維持係 

総務係 

（局長 1 人） （課長 1 人） （4 人） 

（課長 1 人） （10 人[2 人]） 

料金係 

（5 人） 

浄水管理センター浄水管理係 

（5 人） 

※[ ]内は、うち再任用の人数 



(3)

２．将来の事業環境

(1)

(2)

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を
添付すること。

　「経営比較分析表（令和6年度決算）」を添付しています。

※一日最大給水量の平成27年度については、冬季の給水管凍結による漏水によるものであり、
　平成30年度以降については、水需要予測により見直したことによるもの

　本市の人口は減少傾向が続いています。コーホート要因法により推計した結果、令和6年度末時点の80,386人から目標年度
である令和12年度には73,528人に減少する見込みです。これにあわせて、給水人口も78,765人（令和6年度末）から72,061人に
減少すると予測されます。

水需要の予測

給水人口の予測

　水需要予測は用途別に行い、生活用水量は生活用原単位×給水人口として算出しました。生活用水量は、給水人口の減少や
節水意識の向上等により減少傾向となり、他の用途についても減少傾向と推測されています。これにより、有収水量は令和6年度
の25,215㎥/日から目標年度である令和12年度には22,691㎥/日へ、また、一日最大給水量についても32,885㎥/日（令和6年度）
から目標年度である令和12年度に29,912㎥/日へ減少する結果となり、将来に向けた水需要は、徐々に減少していくものと見込ま
れております。

経営比較分析表等を活用した現状分析　：　 別紙1のとおり



(3) 料金収入の見通し

(4)

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

(1) 投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙2-1 ～ 別紙2-2 のとおり

(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

組織の見通し

※令和2年度に増加しているのは、土居地域の１水道事業及び３簡易水道事業の統合、
　新宮地域の２簡易水道事業の法適化により、市内の水道事業・簡易水道事業の全てを
　同一の会計で経営することとしたため

　水道は、住民の生活を支える重要なライフラインであり、平常時のみならず災害時にも安定給水を確保する責務があります。
　これまでの水道事業等の歩みを振り返り、現状分析を行った結果、災害への対応強化や老朽化施設の更新、水源の確保など
早急に取り組んでいくべき課題が明確となってきました。これらの課題を解決するための方策を具体化していくため、以下の基本
理念のもと、「安全」「強靱」「持続」に関する施策目標を定め、安心して暮らせるまちづくりに向けて整備を進めるとともに、健全経
営に取り組んでいきます。

　　　＜基本理念＞　　　市民とともに未来へつなぐ安全･強靱な水道事業

　　　　　＜施策目標　（安全）＞　　安全で安心な水をとどけます
　　　　　＜施策目標　（強靱）＞　　災害に強いたくましい水道をめざします
　　　　　＜施策目標　（持続）＞　　健全経営で水道を未来へつなぎます

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

　今後老朽化が進む設備や管路施設について、アセットマネジメントの考え方に基づき、更新の平準
化を図るとともに、適切な維持管理による長寿命化を図り、より一層の安定給水と健全経営を目指し
ます。
　また、老朽管路の更新に合わせて、災害に備えた耐震管を布設することで、災害に強い強靭な施設
を目指すとともに今後の事業統合に向けた効率的な施設整備やシステム整備等に取り組んでいきます。

　水道事業の経営健全化において、人件費の抑制は避けて通れない課題であり、本市では、これまでも退職者の不補充や、
浄水場運転管理業務の民間委託などを通じ、組織のスリム化に努めてまいりました。一方で、急速な職員数の減少は、長年
培われてきた管路の維持管理や災害対応に関する熟練技術の継承を困難にするリスクを孕んでおります。コストカットのみを
優先すれば、将来的な事故対応力の低下を招き、結果として復旧費用の増大など、市民負担を増大させる懸念があります。
　今後は民間事業者の高い技術力と組織力を長期的に活用する官民連携手法を選択肢の一つとして検討しながら、今後の
管路耐震化計画に遅れを生じさせないよう努めてまいりたいと考えております。

　平均単価×有収水量として料金収入を見通すと、有収水量の減少に伴い料金収入の減少傾向が続く見通しであり、物価高騰
による経費の増加が続く現状のなか、現在の料金水準のままでは厳しい経営状況に転じるものと見込まれます。なお、令和2年度
に土居地域水道事業及び新宮地域簡易水道事業を四国中央市水道事業に経営統合しています。



＜法定耐用年数による更新費用の算定＞

　法定耐用年数で更新した場合の更新需要を「構造物及び設備」と「管路」に分けて見通したところ、構造物及び設備はピーク
となる令和31年～令和35年には57億円に達し少ない期間は3億円、令和40年までの総額は171億円となりました。管路は令和
元年～令和5年のピークに134億円に達し少ない期間は8億円、総額は340億円となりました。この更新費用は、期間ごとのばら
つきが大きく、施設統廃合（スペックダウン）や需要減少にあわせたダウンサイジング、更新周期の適正化などを考慮し、施設
の長寿命化と平準化に取り組んでいきます。
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配水管φ400以上



目 標

　将来負担の軽減を図るため、料金収入による事業経営を基本としつつ、効果が長期にわたる建設
投資については、適切な割合で企業債を充当することで財源を確保し安定経営を図ります。
　また、将来の経営状況も見据えながら適切な料金水準を設定し、経営基盤の強化を図りつつ、収支
均衡のとれた持続可能な事業運営を目指します。

②　収支計画のうち財源についての説明

＜料金収入＞
　　　現在、市内で異なる料金水準の統一を図るため、土居地域、新宮地域の水道料金を令和8年度から毎年段階的に値上げを
　　行い、令和11年度に市内水道料金の統一を図り、その後、収支改善のため令和14年度までに全体の料金を適正な水準への
　　見直しを想定しています。

＜国庫補助金＞
　　　簡易水道事業に係る国庫補助制度がなくなるなど、該当する事業が不明確であるため計上していませんが、施設強靭化に
　　係る国庫補助金の採択が可能であれば積極的に活用します。

＜企業債＞
　　　将来負担の軽減や世代間のバランスの観点から、建設投資は自己財源で賄うことを基本とし、起債充当率については、原則
　　建設改良費の2分の1以下としています。

＜一般会計負担金＞
　　　企業債償還金等の一部について、繰り出し基準等に基づく市からの繰入れを見込んでいます。

＜事業計画＞

　　宅地開発等に応じて建設した送水ポンプ場や配水池の中には必ずしも理想的な送配水形態となっていないものがあることか
　ら、　施設の統廃合を含めた施設配置の見直しのほか、非常時に備えた緊急遮断弁や自家発電設備の整備などに取り組んで
　おります。なお、現在施工中の事業の進捗状況及び今後取り組んでいく事業計画については、以下のとおりであり、計画期間内
 においては、平準化を図りつつ優先順位を付けながら整備を進め、安定給水に取り組んでいきます。

分類 事業名称

計画期間
事業費

（百万円）
R3～R12

概算
事業費

（百万円）
R3～R17

実施済
事業費

（百万円）
R3～R6

分類 事業名称

計画期間
事業費

（百万円）
R3～R12

概算
事業費

（百万円）
R3～R17

実施済
事業費

（百万円）
R3～R6

柳瀬系取水施設更新事業 44 44 44 水道施設更新事業 409 409 0

柳瀬系導水管更新事業 0 274 0 緊急遮断弁整備事業 270 270 0

土居地域水源整備事業 267 267 143 非常用自家発電設備整備事業 185 311 0

土居地域水源施設浸水対策事業 10 10 0 中田井配水池系耐震配水本管整備事業 484 484 484

小富士長津配水区域浄水施設整備事業 918 918 5 中田井配水池系東部地区配水本管整備事業 621 621 507

土居･関川配水区域浄水施設整備事業 132 331 0 中田井配水池系西部地区配水本管整備事業 382 382 107

樋谷配水池系整備事業 1,067 1,067 189 公共工事に伴う管路整備事業 85 110 55

棒賀配水池系整備事業 318 318 0 土居配水区域配水管更新事業 1,143 1,143 0

西金川送水ポンプ場更新整備事業 0 111 0 関川配水区域配水管更新事業 0 885 0

川滝地区機械電気設備更新事業 422 422 155 老朽管路更新事業 1,131 1,381 732

土居地域遠隔監視システム整備事業 213 213 213 計 8,473 10,393 2,634

土居地域送水施設整備事業 372 422 0

取 水 ・ 導 水 施 設
更 新 整 備 事 業

施設更新整備
（耐震化）事業

浄 水 施 設
整 備 事 業 新 設 管 路

整 備 事 業

送 水 ・ 配 水 施 設
更 新 整 備 事 業

管 路 更 新
（耐震化）事業



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

＜委託料＞
　　　主なものは、中田井浄水場の維持管理業務委託です。将来の委託料は、令和7年度の当初予算額に物価上昇を見込んで
　　います。

＜修繕費＞
　　　大規模修繕は、建設改良費及び委託料に含んでいるため、その他の修繕費は令和7年度の当初予算額を基に物価上昇を
　　見込んでいます。

＜動力費＞
　　　動力費の動力単価は物価上昇を見込み、年間配水量は水需要予測結果を採用し、年間配水量×動力単価として算出しま
　　した。

＜職員給与費＞
　　　令和8年度以降の職員給与・手当については令和7年度と同額とし、賞与引当金繰入額及び法定福利費並びに退職手当負
　　担金については、平成29年度から令和7年度までの平均値に基づき算定しました。



(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　毎年度進捗の確認を行うとともに社会情勢等も踏まえながら、必要に応じて財政計画等の
見直しを行います。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　中田井浄水場は需要減少にあわせてダウンサイジングを図りました。今後の施設や管路の
更新においては、廃止・統合など必要性等の再検討を行い、水需要予測に基づく適正な規模
での更新に努めます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　施設整備計画等に基づき更新整備を進める中において、より効果的な配水池や送水ポン
プ場施設の統廃合等について検討を進めていきます。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 に
よ る 収 入 増 加 の 取 組

　財政上の負担軽減と世代間の公平性に配慮し、起債充当率については、事業費の50%以下
を目標とし起債残高の削減に努めます。

　より低廉な水道料金となるよう一般会計からの繰入金について協議・検討します。

　愛媛県による広域連携の検討会に参加し広域化の検討を進めています。
　なお、地形的な制約により施設統合や共同化は難しい状況ですが、漏水調査の共同発注
など広域化による効果の期待できる業務について検討し経費の削減に努めます。

広 域 化

　人口減少と更新投資の増加に対応するため、望ましい料金水準や適切な改定時期等につ
いて検討していきます。また、各事業における収支均衡を図っていくとともに市民サービスの
公平性等の観点から市内の水道料金統一を目指し取り組んでいきます。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ W-PPP 等 の 導 入 等 ）

　現時点で具体的な予定はありませんが、遊休資産の把握と売却や貸付を含めた有効活用
について検討していきます。

企 業 債

繰 入 金

　中田井浄水場の第三者委託は既に実施していますが、他市町の事例を参考としながら、民
間資金の活用方法や民間企業のノウハウを生かした管理運営など、より効率的な運営に向け
て活用を検討します。

　四国中央市水道事業の中田井浄水場及び場外施設については、施設台帳システムを整備
しており、設備の点検データに基づく修繕、更新に取り組んでいます。今後は、管路や構造物
を含めた市内の水道施設全体についてのアセットマネジメントシステムの構築について検討し、
より経済的で効率的な整備を進めます。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、
　　赤字の解消に向け た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

アセットマネジメントの充実
（施設・設備の長寿命化等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）



全体総括

71.49

「①経常収支比率」は、100％を上回っており経営
に必要な経費を水道料金等で賄えている状況といえ
るが、「⑤料金回収率」は100％をに下回ってお
り、給水に係る経費が給水収益で賄えていない状況
になっている為、更なる費用削減と料金収入の確保
に努めていきたい。
「③流動比率」は、ここ数年改善し類似団体平均値
を上回っており、短期的な債務に対する支払能力は
向上している。
「④企業債残高対給水収益比率」については令和元
年度に完了した浄水場更新事業のほか更新事業にお
ける財源の大半が企業債である為、非常に高い数値
となっている。
「⑥給水原価」は、配水管耐震工事や浄水場更新工
事の実施に伴い類似団体よりも高く費用がかかって
いる。今後も減価償却費が影響し、給水原価は類似
団体より高いものと考えられる。
「⑦施設利用率」は、浄水場更新においてダウンサ
イジングを実施した結果、数値は改善されていた
が、人口減少等に伴う配水量の減少により年々減少
傾向にある。
「⑧有収率」は、現在実施している高水圧地域の解
消に向けた事業により、類似団体平均値を若干上
回ってはいるが、減少傾向にあるため、引き続き高
水圧地域の調整と漏水調査の強化により、漏水によ
る無効水量の減少に努めていきたい。

2. 老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」は、資産の老朽化度
合を示す指標であり、浄水場更新事業完了以降は類
似団体の平均値と比較すると低くなっている。
「②管路経年化率」は、法定耐用年数を経過した管
路の割合について示しており、類似団体と比較して
も低いが耐用年数を経過した管は今後増加傾向にあ
る。
「③管路更新率」は、年度によりバラつきがある
が、類似団体と比較すると本市は更新率が低く、今
なお多くの老朽管を抱えている状況である。
水道施設の大半を占める管路について、アセットマ
ネジメントに基づき、更新の優先順位づけや平準化
を図り、効率的に更新を進めていく必要がある。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km
2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

本市水道事業においては、法定耐用年数に近づいた
資産が多く存在しており、令和元年度に主要施設で
ある浄水場の更新が完了したが、その他にも場外施
設や管路の更新が課題となっている。
今後、更新投資の財源確保については企業債に頼ら
ざるを得ない状況であり、令和6年度決算において
は純利益を計上出来てるいるが、給水人口の減少や
節水機器の普及等による有収水量の減少に伴い、水
道料金収入の減少は免れず、大変厳しい経営状況が
見込まれる。
これらの課題を解決すべく、「四国中央市水道事業
経営戦略」に基づいた水道料金の見直しを実施し、
中長期的な視野に立った設備投資を行い、持続可能
な事業運営に取り組んでいきたいと考えている。

1,101.76 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 58.62 97.98 3,300 78,765

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

80,965 421.24 192.21 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 末端給水事業 A4 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
愛媛県　四国中央市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.19 0.13 0.12 0.03 0.25

平均値 0.60 0.56 0.60 0.53 0.54

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 106.78 108.08 105.75 102.32 102.25

平均値 110.91 111.49 109.09 109.05 107.61

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 41.07 43.17 44.86 45.99 46.57

平均値 49.20 50.01 50.99 51.79 52.02

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 12.51 16.31 16.19 20.35 22.13

平均値 18.33 20.27 21.69 23.19 24.61

①経常収支比率(％)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.92 0.87 0.93 1.02 1.24

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 289.05 358.08 457.88 410.53 356.92

平均値 350.79 354.57 357.74 344.88 326.02

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 754.79 750.37 837.95 746.94 722.66

平均値 322.92 303.46 307.28 304.02 300.54

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 102.29 105.15 92.44 99.29 98.92

平均値 100.85 103.79 98.30 98.89 99.25

155.00

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 174.60 171.13 176.24 181.67 182.39

平均値 167.10 167.86 173.68 174.52 178.92

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 68.25 65.69 64.31 63.09 63.10

平均値 59.91 59.40 59.24 58.77 59.17

85.50

86.00

86.50

87.00

87.50

88.00

88.50

89.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 86.85 88.54 88.06 87.14 86.71

平均値 87.26 87.57 87.26 86.95 86.58

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】
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